
 

来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市町村が地域の実情や特性を踏まえて実施する住宅取

得支援事業に対し、県が必要な補助を行うことにより、県外から県内への

移住・定住の促進、地域の活性化、良質な住宅ストックの形成を図り、も

って人口減少対策と地方創生の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１）県外移住者 

    県外から県内に移住し住民票を異動する者、又は支援事業において

県外から県内に居所を移したものと認める者。 

（２）支援事業 

住宅取得を行う者に対して、これに要した費用の一部に補助等を行

う市町村の事業。 

（３）住宅取得 

 県外移住者が自ら居住するため、新築住宅又は中古住宅を取得する

こと。 

（４）中古住宅 

 人の居住の用に供したことのある住宅又は建設工事の完了の日から

起算して１年を経過した住宅。 

 

（補助の対象となる住宅） 

第３条 補助の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する

ものとする。なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ

面積２分の１以上を占める併用住宅も対象とする。 

（１）建築基準法等の関係法令に適合していること。 

 （２）昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合、

耐震診断を事業完了日までに実施すること。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者

とする。 

（１）補助対象住宅に自ら居住する県外移住者であること。 

（２）補助対象住宅の所有者であること。 

（３）事業完了日の属する年度の翌年度から起算して３年間以上継続して、



 

補助対象住宅に定住すること。 

（４）原則として、補助金交付年度内に県内への移住が完了していること。 

 

（県の補助） 

第５条 県は、予算の範囲内において、支援事業を実施する市町村に対して、

事業に要する経費の一部を補助することができる。 

  なお、市町村は本事業を実施するにあたり、支援事業の要綱等を制定ま

たは改正することとし、その際には、事前に県と調整するものとする。 

 

（対象となる経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、県外移住者が県内へ移住するための住宅

取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。 

（１）土地取得費 

（２）外構工事等に要する経費 

（３）併用住宅における住宅部分以外に係る経費 

（４）国又は地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象 

経費 

 

（市町村に対する指導及び助言） 

第７条 知事は、市町村長に対して、本事業の適正な施行のため、必要な指

導及び助言をすることができる。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年８月２１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金

から適用する。 


